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市 議 案 第 １ ０ ５ 号

豊 中 市 市 民 投 票 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定

に つ い て

豊 中 市 市 民 投 票 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定

す る も の と す る 。

令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ １ 月 ２ ９ 日 提 出

豊 中 市 長 長 内 繁 樹

内 繁 樹

（ 提 案 理 由 ）

地 方 自 治 法 施 行 令 の 改 正 に 準 じ ， 市 民 投 票 の 実 施 の 請 求 に 係

る 署 名 簿 へ の 押 印 を 要 し な い こ と と す る た め ， 提 案 す る も の で

あ る 。
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豊中市条例第 号

豊中市市民投票条例の一部を改正する条例

豊中市市民投票条例（平成２０年豊中市条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（署名の収集の方法等） （署名の収集の方法等）

第６条 請求代表者は，署名簿に市民投票実施請求書又はその写し及び請求代

表者証明書又はその写しを付して，請求権を有する者に対し，署名及び押印

を求めなければならない。

第６条 請求代表者は，署名簿に市民投票実施請求書又はその写し及び請求代

表者証明書又はその写しを付して，請求権を有する者に対し，署名を求めな

ければならない。

２ 請求代表者は，請求権を有する者に委任して，前項の署名簿に署名及び押

印を求めることができる。この場合においては，委任を受けた者は，市民投

票実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに署名

及び押印を求めるための請求代表者の委任状を付した署名簿を用いなけれ

ばならない。

２ 請求代表者は，請求権を有する者に委任して，前項の署名簿に署名を求め

ることができる。この場合においては，委任を受けた者は，市民投票実施請

求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに署名を求める

ための請求代表者の委任状を付した署名簿を用いなければならない。

３ 前２項の規定による署名及び押印は，前条第２項の規定による告示があっ

た日から３１日以内でなければ，これを求めることができない。

３ 前２項の規定による署名は，前条第２項の規定による告示があった日から

３１日以内でなければ，これを求めることができない。

４ （省 略） ４ （省 略）

（署名の証明，審査名簿の調製，署名簿の縦覧及び異議の申出） （署名の証明，審査名簿の調製，署名簿の縦覧及び異議の申出）

第７条 請求代表者は，署名簿に署名及び押印をした者の数が第５条第３項の

規定により告示された請求権を有する者の総数の６分の１以上の数になっ

たときは，前条第３項に規定する期間が満了する日の翌日から５日を経過す

る日までに，署名簿（署名簿が２冊以上に分かれているときは，これを一括

したもの）を市長に提出し，これに署名及び押印をした者が第３項に規定す

る審査名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。

第７条 請求代表者は，署名簿に署名をした者の数が第５条第３項の規定によ

り告示された請求権を有する者の総数の６分の１以上の数になったときは，

前条第３項に規定する期間が満了する日の翌日から５日を経過する日まで

に，署名簿（署名簿が２冊以上に分かれているときは，これを一括したもの）

を市長に提出し，これに署名をした者が第３項に規定する審査名簿に登録さ

れた者であることの証明を求めなければならない。
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

２～８ （省 略） ２～８ （省 略）

９ 市長は，前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは，直ちに，

署名簿に署名及び押印をした者の総数及び有効と決定した署名（以下「有効

署名」という。）の総数を告示するとともに，その日から７日間，その指定

した場所において署名簿を関係人の縦覧に供しなければならない。

９ 市長は，前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは，直ちに，

署名簿に署名をした者の総数及び有効と決定した署名（以下「有効署名」と

いう。）の総数を告示するとともに，その日から７日間，その指定した場所

において署名簿を関係人の縦覧に供しなければならない。

10～13 （省 略） 10～13 （省 略）

（署名及び押印の取消し） （署名の取消し）

第８条 署名簿に署名及び押印をした者は，請求代表者が前条第１項の規定に

より署名簿を市長に提出するまでの間は，請求代表者を通じて，署名簿の署

名及び押印を取り消すことができる。

第８条 署名簿に署名をした者は，請求代表者が前条第１項の規定により署名

簿を市長に提出するまでの間は，請求代表者を通じて，署名簿の署名を取り

消すことができる。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。
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市 議 案 第 １ ０ ６ 号

豊 中 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た

め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号

の 利 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定

に つ い て

豊 中 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の

利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。

令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ １ 月 ２ ９ 日 提 出

豊 中 市 長 長 内 繁 樹

（ 提 案 理 由 ）

個 人 番 号 を 利 用 す る こ と が で き る 事 務 に 生 活 に 困 窮 す る 外

国 人 に 対 す る 被 保 護 者 健 康 管 理 支 援 事 業 の 実 施 に 関 す る 事 務 を

追 加 す る と と も に ， そ の 他 所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す

る も の で あ る 。
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豊中市条例第 号

豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年豊中市条例第５３号）の一

部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（個人番号の利用範囲） （個人番号の利用範囲）

第３条 （省 略） 第３条 （省 略）

２ （省 略） ２ （省 略）

３ 市長又は教育委員会は，法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するため

に必要な限度で同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有す

るもの（同表の第４欄に掲げる特定個人情報のうち生活保護関係情報を利用

することができる場合にあっては，外国人生活保護関係情報（生活に困窮す

る外国人に対して行う生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の取扱いに

準じた保護の決定及び実施，就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支

給，保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に係る事務に関する情報をい

う。以下同じ。）を含む。）を利用することができる。ただし，法の規定に

より，情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施

者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は，この限りでな

い。

３ 市長又は教育委員会は，法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するため

に必要な限度で同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有す

るもの（同表の第４欄に掲げる特定個人情報のうち生活保護関係情報を利用

することができる場合にあっては，外国人生活保護関係情報（生活に困窮す

る外国人に対して行う生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の取扱いに

準じた保護の決定及び実施，就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支

給，被保護者健康管理支援事業の実施，保護に要する費用の返還又は徴収金

の徴収に係る事務に関する情報をいう。以下同じ。）を含む。）を利用する

ことができる。ただし，法の規定により，情報提供ネットワークシステムを

使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受け

ることができる場合は，この限りでない。

４ （省 略） ４ （省 略）

別表第１ 別表第１

機関 事務

（省 略）

機関 事務

（省 略）
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

５ 市長 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施，就労

自立給付金若しくは進学準備給付金の支給，保護に要する

費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって市規

則で定めるもの

（省 略）

５ 市長 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施，就労

自立給付金若しくは進学準備給付金の支給，被保護者健康

管理支援事業の実施，保護に要する費用の返還又は徴収金

の徴収に関する事務であって市規則で定めるもの

（省 略）

附 則

この条例は，公布の日から施行する。
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市 議 案 第 １ ０ ７ 号

手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て

手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の

と す る 。

令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ １ 月 ２ ９ 日 提 出

豊 中 市 長 長 内 繁 樹

内 繁 樹

（ 提 案 理 由 ）

長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 等 の 改 正 に 伴 い ， 長

期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 認 定 申 請 手 数 料 等 の 額 を 改 正 す る と と も

に ， 容 積 率 の 特 例 許 可 申 請 手 数 料 を 新 設 す る た め ， 提 案 す る も

の で あ る 。
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豊中市条例第 号

手数料条例の一部を改正する条例

手数料条例（平成１２年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

別表第１０ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７

号）関係

別表第１０ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７

号）関係

事務 名称 金額

１第５条第１項

から第３項ま

での規定に基

づく長期優良

住宅建築等計

画の認定の申

請に対する審

査

長 期 優 良

住 宅 建 築

等 計 画 認

定 申 請 手

数料

(１) 登録住宅性能評価機関が第６条第１項各号

（第３号を除く。）に掲げる基準に適合すると

認めた住宅に係るもの

住宅が，新築基準が適用される住宅の場合に

あっては床面積の合計（認定の申請に係る認定

対象建築物（長期使用構造等とするための措置

及び維持保全の方法の基準（平成２１年国土交

通省告示第２０９号）第２の５に規定する認定

対象建築物をいう。）の床面積の合計をいう。

以下この項において同じ。）が２００平方メー

トル以内のものは９，５００円，２００平方メ

ートルを超え５００平方メートル以内のものは

１７，４００円，５００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以内のものは３０，１００

円，１，０００平方メートルを超え３，０００

平方メートル以内のものは４７，９００円，３，

０００平方メートルを超え５，０００平方メー

事務 名称 金額

１第５条第１項

から第５項ま

での規定に基

づく長期優良

住宅建築等計

画の認定の申

請に対する審

査

長 期 優 良

住 宅 建 築

等 計 画 認

定 申 請 手

数料

(１) 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平

成１１年法律第８１号）第６条の２第５項に規

定する確認書又は住宅性能評価書が交付された

一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの

住宅が，新築基準が適用される住宅の場合に

あっては１３，０００円，増改築基準が適用さ

れる住宅の場合にあっては１７，４００円

(２) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６

条の２第５項に規定する確認書又は住宅性能評

価書が交付された共同住宅等（併用住宅を除く。

以下この表において同じ。）に係るもの

住宅が，新築基準が適用される住宅の場合に

あっては床面積の合計（認定の申請に係る認定

対象建築物（長期使用構造等とするための措置

及び維持保全の方法の基準（平成２１年国土交

通省告示第２０９号）第２の５に規定する認定

対象建築物をいう。）の床面積の合計をいう。
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

トル以内のものは８９，２００円，５，０００

平方メートルを超え１０，０００平方メートル

以内のものは１５５，３００円，１０，０００

平方メートルを超えるものは２６９，７００円，

増改築基準が適用される住宅の場合にあっては

床面積の合計が２００平方メートル以内のもの

は１３，２００円，２００平方メートルを超え

５００平方メートル以内のものは２４，６００

円，５００平方メートルを超え１，０００平方

メートル以内のものは４２，５００円，１，０

００平方メートルを超え３，０００平方メート

ル以内のものは６３，６００円，３，０００平

方メートルを超え５，０００平方メートル以内

のものは１１７，９００円，５，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メートル以内の

ものは２０３，４００円，１０，０００平方メ

ートルを超えるものは３４３，１００円（認定

の申請が共同住宅等に係るものである場合にあ

っては，これらの金額を当該共同住宅等の認定

対象住戸（同時に認定の申請をする場合に限る。

以下この項において同じ。）全ての数で除して

得た額（その額に１００円未満の端数があると

きは，これを１００円に切り上げた額）。ただ

し，その額が１，６００円（増改築基準が適用

以下この項，３の項及び備考の１において同

じ。）が５００平方メートル以内のものは２１，

３００円，５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のものは３５，３００円，

１，０００平方メートルを超え３，０００平方

メートル以内のものは５５，２００円，３，０

００平方メートルを超え５，０００平方メート

ル以内のものは９７，５００円，５，０００平

方メートルを超え１０，０００平方メートル以

内のものは１６３，４００円，１０，０００平

方メートルを超えるものは２７９，７００円，

増改築基準が適用される住宅の場合にあっては

床面積の合計が５００平方メートル以内のもの

は２９，６００円，５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以内のものは４９，９

００円，１，０００平方メートルを超え３，０

００平方メートル以内のものは７７，０００円，

３，０００平方メートルを超え５，０００平方

メートル以内のものは１３６，４００円，５，

０００平方メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のものは２２８，０００円，１０，

０００平方メートルを超えるものは３８７，２

００円

(３) その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

される住宅に係る場合は，２，０００円）に満

たないときは，１，６００円（増改築基準が適

用される住宅に係る場合は，２，０００円）と

する。）

(２) 設計住宅性能評価書が交付された一戸建て

の住宅に係るもの

床面積の合計が２００平方メートル以内のも

のは２２，２００円，２００平方メートルを超

えるものは３５，２００円

(３) 設計住宅性能評価書が交付された共同住宅

等に係るもの

床面積の合計が５００平方メートル以内のも

のは６７，３００円，５００平方メートルを超

え１，０００平方メートル以内のものは１０７，

９００円，１，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のものは２０５，２０

０円，３，０００平方メートルを超え５，００

０平方メートル以内のものは３５３，３００円，

５，０００平方メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のものは５５０，３００円，１

０，０００平方メートルを超えるものは１，０

０７，４００円（これらの金額を当該共同住宅

等の認定対象住戸全ての数で除して得た額（そ

の額に１００円未満の端数があるときは，これ

るもの

住宅が，新築基準が適用される住宅の場合に

あっては７３，６００円，増改築基準が適用さ

れる住宅の場合にあっては１０８，７００円

(４) その他の共同住宅等に係るもの

住宅が，新築基準が適用される住宅の場合に

あっては床面積の合計が５００平方メートル以

内のものは１３０，０００円，５００平方メー

トルを超え１，０００平方メートル以内のもの

は２０７，０００円，１，０００平方メートル

を超え３，０００平方メートル以内のものは４

０８，１００円，３，０００平方メートルを超

え５，０００平方メートル以内のものは７３０，

０００円，５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のものは１，２５５，

０００円，１０，０００平方メートルを超える

ものは２，３２３，７００円，増改築基準が適

用される住宅の場合にあっては床面積の合計が

５００平方メートル以内のものは１９２，７０

０円，５００平方メートルを超え１，０００平

方メートル以内のものは３０７，３００円，１，

０００平方メートルを超え３，０００平方メー

トル以内のものは６０６，３００円，３，００

０平方メートルを超え５，０００平方メートル

11



（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

を１００円に切り上げた額）。ただし，その額

が５，５００円に満たないときは，５，５００

円とする。）

(４) その他の住宅に係るもの

住宅が，新築基準が適用される住宅の場合に

あっては床面積の合計が２００平方メートル以

内のものは６８，８００円，２００平方メート

ルを超え５００平方メートル以内のものは１２

２，４００円，５００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以内のものは１９５，９０

０円，１，０００平方メートルを超え３，００

０平方メートル以内のものは３８８，５００円，

３，０００平方メートルを超え５，０００平方

メートル以内のものは６９６，５００円，５，

０００平方メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のものは１，１９９，３００円，１

０，０００平方メートルを超えるものは２，２

２３，５００円，増改築基準が適用される住宅

の場合にあっては床面積の合計が２００平方メ

ートル以内のものは１０６，７００円，２００

平方メートルを超え５００平方メートル以内の

ものは１９０，０００円，５００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以内のものは３

０３，６００円，１，０００平方メートルを超

以内のものは１，０８５，０００円，５，００

０平方メートルを超え１０，０００平方メート

ル以内のものは１，８６５，５００円，１０，

０００平方メートルを超えるものは３，４５３，

０００円

12



（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

え３，０００平方メートル以内のものは５９９，

８００円，３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のものは１，０７４，

１００円，５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のものは１，８４７，

１００円，１０，０００平方メートルを超える

ものは３，４１９，４００円（認定の申請が共

同住宅等に係るものである場合にあっては，こ

れらの金額を当該共同住宅等の認定対象住戸全

ての数で除して得た額（その額に１００円未満

の端数があるときは，これを１００円に切り上

げた額）。ただし，その額が１２，０００円（増

改築基準が適用される住宅に係る場合は，１８，

３００円）に満たないときは，１２，０００円

（増改築基準が適用される住宅に係る場合は，

１８，３００円）とする。）

２第６条第２項

（第８条第２

項において準

用する場合を

含む。）の規

定に基づく申

出による建築

基準関係規定

（省 略） ２第６条第２項

（第８条第２

項において準

用する場合を

含む。）の規

定に基づく申

出による建築

基準関係規定

（省 略）
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

の適合審査を

伴う第５条第

１項から第３

項までの規定

に基づく長期

優良住宅建築

等計画の認定

の申請に対す

る審査

３第８条第１項

の規定に基づ

く長期優良住

宅建築等計画

の変更の認定

の申請に対す

る審査

長 期 優 良

住 宅 建 築

等 計 画 変

更 認 定 申

請 手 数 料

(１) 登録住宅性能評価機関が第６条第１項各号

（第３号を除く。）に掲げる基準に適合すると

認めた住宅に係るもの

住宅が，新築基準が適用される住宅の場合に

あっては１，６００円，増改築基準が適用され

る住宅の場合にあっては２，３００円

(２) 設計住宅性能評価書（変更の認定の申請に

係るものに限る。）が交付された住宅に係るも

の ５，５００円

(３) その他の住宅に係るもの

住宅が，新築基準が適用される住宅の場合に

あっては１２，０００円，増改築基準が適用さ

れる住宅の場合にあっては１８，６００円（第

５条第４項第４号から第６号までに掲げる事項

のみの変更については，２，２００円（変更の

の適合審査を

伴う第５条第

１項から第５

項までの規定

に基づく長期

優良住宅建築

等計画の認定

の申請に対す

る審査

３第８条第１項

の規定に基づ

く長期優良住

宅建築等計画

の変更の認定

の申請に対す

る審査

長 期 優 良

住 宅 建 築

等 計 画 変

更 認 定 申

請 手 数 料

(１) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６

条の２第５項に規定する確認書又は住宅性能評

価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅

に係るもの

住宅が，新築基準が適用される住宅の場合に

あっては１，９００円，増改築基準が適用され

る住宅の場合にあっては２，７００円

(２) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第６

条の２第５項に規定する確認書又は住宅性能評

価書が交付された共同住宅等に係るもの

住宅が，新築基準が適用される住宅の場合に

あっては床面積の合計が５００平方メートル以

内のものは３，７００円，５００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以内のものは６，

５００円，１，０００平方メートルを超え３，

14



（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

認定の申請が共同住宅等に係るものである場合

にあっては，２，２００円を当該共同住宅等の

認定対象住戸（同時に変更の認定の申請をする

場合に限る。）全ての数で除して得た額（その

額に１００円未満の端数があるときは，これを

１００円に切り上げた額）。ただし，その額が

１００円に満たないときは，１００円とする。））

０００平方メートル以内のものは９，５００円，

３，０００平方メートルを超え５，０００平方

メートル以内のものは１７，５００円，５，０

００平方メートルを超え１０，０００平方メー

トル以内のものは２９，８００円，１０，００

０平方メートルを超えるものは４９，３００円，

増改築基準が適用される住宅の場合にあっては

床面積の合計が５００平方メートル以内のもの

は５，６００円，５００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以内のものは９，９００円，

１，０００平方メートルを超え３，０００平方

メートル以内のものは１４，３００円，３，０

００平方メートルを超え５，０００平方メート

ル以内のものは２６，３００円，５，０００平

方メートルを超え１０，０００平方メートル以

内のものは４４，８００円，１０，０００平方

メートルを超えるものは７４，１００円（変更

の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合にあ

っては，これらの金額を認定対象住戸全ての数

で除して得た額（その額に１００円未満の端数

があるときは，これを１００円に切り上げた額）

に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の

数を乗じて得た額。ただし，その額がこれらの

金額を超える場合にあっては，これらの金額と

15



（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

する。）

(３) その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係

るもの

住宅が，新築基準が適用される住宅の場合に

あっては１２，７００円，増改築基準が適用さ

れる住宅の場合にあっては１８，９００円（第

５条第６項第４号から第６号までに掲げる事項

のみの変更については，２，３００円）

(４) その他の共同住宅等に係るもの

住宅が，新築基準が適用される住宅の場合に

あっては床面積の合計が５００平方メートル以

内のものは２３，３００円，５００平方メート

ルを超え１，０００平方メートル以内のものは

３７，７００円，１，０００平方メートルを超

え３，０００平方メートル以内のものは７３，

８００円，３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のものは１３４，５０

０円，５，０００平方メートルを超え１０，０

００平方メートル以内のものは２３３，８００

円，１０，０００平方メートルを超えるものは

４３１，６００円，増改築基準が適用される住

宅の場合にあっては床面積の合計が５００平方

メートル以内のものは３５，１００円，５００

平方メートルを超え１，０００平方メートル以

16



（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

４第９条第１項

の規定による

第８条第１項

の規定に基づ

く長期優良住

宅建築等計画

の変更の認定

(省 略)

内のものは５６，６００円，１，０００平方メ

ートルを超え３，０００平方メートル以内のも

のは１１０，９００円，３，０００平方メート

ルを超え５，０００平方メートル以内のものは

２０１，８００円，５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル以内のものは３

５０，８００円，１０，０００平方メートルを

超えるものは６４７，５００円（変更の内容が

認定対象住戸全体に及ばない場合にあってはこ

れらの金額を認定対象住戸全ての数で除して得

た額（その額に１００円未満の端数があるとき

は，これを１００円に切り上げた額）（に当該

変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗

じて得た額（その額がこれらの金額を超える場

合にあっては，これらの金額），第５条第６項

第４号から第６号までに掲げる事項のみの変更

の場合にあっては２，３００円）

４第９条第１項

又は第３項の

規定による第

８条第１項の

規定に基づく

長期優良住宅

建築等計画の

（省 略）
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

の申請に対す

る審査

（省 略）

６第５条第１項

から第３項ま

での認定，第

８条第１項の

変更の認定又

は第１０条の

承認を受けて

いる者である

ことの証明

（省 略）

変更の認定の

申請に対する

審査

（省 略）

６第５条第１項

から第５項ま

での認定，第

８条第１項の

変更の認定又

は第１０条の

承認を受けて

いる者である

ことの証明

（省 略）

７第１８条第１

項の規定に基

づく容積率の

特例の許可の

申請に対する

審査

容 積 率 の

特 例 許 可

申 請 手 数

料

１６０，０００円

備考 備考

１ この表において「登録住宅性能評価機関」とは，住宅の品質確保の促

進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関をいう。

１ この表において「併用住宅」とは，住宅以外の用途に供する部分及び

住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で，床面積の合計のうち住

宅以外の用途に供する部分の床面積が５０平方メートル以内のものを

いう。

18



（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

２ この表において「設計住宅性能評価書」とは，住宅の品質確保の促進

等に関する法律第６条第１項に規定する設計住宅性能評価書をいう。

２ この表において「住宅性能評価書」とは，住宅の品質確保の促進等に

関する法律第５条第１項に規定する住宅性能評価書をいう。

３・４ （省 略）

５ この表において「適合判定通知書」とは，建築基準法第６条の３第７

項に規定する適合判定通知書をいう。

６～８ （省 略）

９ この表の２の項の(２)ア及びイの床面積の合計は，構造計算適合性判

定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計とする。ただし，適合判定

通知書又は建築基準法第１８条の２第１項の規定により大阪府知事が

構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機

関（当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては，大阪府知

事）が構造計算適合性判定に準じた審査を行い，同法第６条の３第１項

に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合

するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築

物の計画を変更して建築物を建築し，又は大規模の修繕（同法第２条第

１４号に規定する大規模の修繕をいう。）をし，若しくは大規模の模様

替（同条第１５号に規定する大規模の模様替をいう。）をする場合につ

いては，構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積（床面

積の増加する部分がある場合にあっては，当該増加に係る部分の床面積

に２を乗じて得た面積に，当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加

えた面積）に０．５を乗じて得た面積とする。

10 備考の８及び備考の９に定めるもののほか，この表の２の項の(１)の

床面積の合計及び同項の(２)ア及びイの床面積の算定方法は，豊中市建

３・４ （省 略）

５～７ （省 略）

８ この表の２の項の(２)ア及びイの床面積の合計は，構造計算適合性判

定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計とする。ただし，適合判定

通知書（建築基準法第６条の３第７項に規定する適合判定通知書をい

う。）又は同法第１８条の２第１項の規定により大阪府知事が構造計算

適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関（当該指

定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては，大阪府知事）が構造

計算適合性判定に準じた審査を行い，同法第６条の３第１項に規定する

特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するもので

あると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を

変更して建築物を建築し，又は大規模の修繕（同法第２条第１４号に規

定する大規模の修繕をいう。）をし，若しくは大規模の模様替（同条第

１５号に規定する大規模の模様替をいう。）をする場合については，構

造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積（床面積の増加す

る部分がある場合にあっては，当該増加に係る部分の床面積に２を乗じ

て得た面積に，当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加えた面積）

に０．５を乗じて得た面積とする。

９ 備考の７及び備考の８に定めるもののほか，この表の２の項の(１)の

床面積の合計及び同項の(２)ア及びイの床面積の算定方法は，豊中市建
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

築基準法施行条例第６４条第１０項の規定の例による。 築基準法施行条例第６４条第１０項の規定の例による。

附 則

１ この条例は，令和４年２月２０日から施行する。

２ この条例による改正後の手数料条例別表第１０の１の項及び３の項の規定は，この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し，同日前の申請に係

る手数料については，なお従前の例による。
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市 議 案 第 １ ０ ８ 号

豊 中 市 子 ど も 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て

豊 中 市 子 ど も 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。

令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ １ 月 ２ ９ 日 提 出

豊 中 市 長 長 内 繁 樹

（ 提 案 理 由 ）

民 法 の 改 正 に よ る 成 年 年 齢 の 引 下 げ に 伴 い ， 所 要 の 規 定 を 改

正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。
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豊中市条例第 号

豊中市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

豊中市子ども医療費の助成に関する条例（平成５年豊中市条例第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（医療証の交付申込み等） （医療証の交付申込み等）

第６条 子ども（第３条第２項各号のいずれかに該当する対象者を除く。以下

この条及び第８条において同じ。）の保護者又は婚姻により成年に達したも

のとみなされる子どもは，市規則で定めるところにより，医療証の交付を市

長に申し込むことができる。

第６条 子ども（第３条第２項各号のいずれかに該当する対象者を除く。以下

この条及び第８条において同じ。）の保護者又は成年に達した子どもは，市

規則で定めるところにより，医療証の交付を市長に申し込むことができる。

２ 市長は，前項の規定による申込みがあったときは，その資格を審査し，資

格を有すると認めるときは，当該申込みを行った保護者又は婚姻により成年

に達したものとみなされる子どもに対し，医療証を交付する。

２ 市長は，前項の規定による申込みがあったときは，その資格を審査し，資

格を有すると認めるときは，当該申込みを行った保護者又は成年に達した子

どもに対し，医療証を交付する。

３ 前項の場合において，保護者に医療証を交付した後に，子どもが婚姻によ

り成年に達したものとみなされたときは，当該子どもに医療証を交付したも

のとみなす。

３ 前項の場合において，保護者に医療証を交付した後に，子どもが成年に達

したときは，当該子どもに医療証を交付したものとみなす。

（助成の方法） （助成の方法）

第７条 この条例による子ども医療費の助成を受けようとする子どもの保護

者又は婚姻により成年に達したものとみなされる子どもは，市規則で定める

ところにより，市長に申し込まなければならない。

第７条 この条例による子ども医療費の助成を受けようとする子どもの保護

者又は成年に達した子どもは，市規則で定めるところにより，市長に申し込

まなければならない。

２ 子ども医療費の助成は，第４条第１項の規定により助成すべき額に相当す

る金額を市長が大阪府内に所在する健康保険法第６３条第３項第１号の保

険医療機関若しくは保険薬局又は同法第８８条第１項の指定訪問看護事業

者（以下「保険医療機関等」という。）に支払うことによって行う。ただし，

２ 子ども医療費の助成は，第４条第１項の規定により助成すべき額に相当す

る金額を市長が大阪府内に所在する健康保険法第６３条第３項第１号の保

険医療機関若しくは保険薬局又は同法第８８条第１項の指定訪問看護事業

者（以下「保険医療機関等」という。）に支払うことによって行う。ただし，
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

前条の規定による申込みのあった日から医療証の交付のあった日の前日ま

での間に療養を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めるときは，前

項の規定による申込みを行った保護者又は婚姻により成年に達したものと

みなされる子どもに支払うことにより子ども医療費の助成を行うことがで

きる。

前条の規定による申込みのあった日から医療証の交付のあった日の前日ま

での間に療養を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めるときは，前

項の規定による申込みを行った保護者又は成年に達した子どもに支払うこ

とにより子ども医療費の助成を行うことができる。

（医療証の提示） （医療証の提示）

第８条 第６条の規定により医療証の交付を受けている保護者又は婚姻によ

り成年に達したものとみなされる子どもは，保険医療機関等において，前条

第２項の規定の適用を受けようとするときは，当該保険医療機関等に医療証

を提示しなければならない。

第８条 第６条の規定により医療証の交付を受けている保護者又は成年に達

した子どもは，保険医療機関等において，前条第２項の規定の適用を受けよ

うとするときは，当該保険医療機関等に医療証を提示しなければならない。

（届出の義務） （届出の義務）

第１１条 医療証の交付を受けた保護者又は婚姻により成年に達したものと

みなされる対象者は，対象者の住所，氏名その他市規則で定める事項に変更

があったときは，速やかに市長に届け出なければならない。

第１１条 医療証の交付を受けた保護者又は成年に達した対象者は，対象者の

住所，氏名その他市規則で定める事項に変更があったときは，速やかに市長

に届け出なければならない。

附 則

この条例は，令和４年４月１日から施行する。
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市 議 案 第 １ ０ ９ 号

豊 中 市 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 ， 設 備 及

び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て

豊 中 市 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 ， 設 備 及 び 運 営 に 関

す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

設 定 す る も の と す る 。

令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ １ 月 ２ ９ 日 提 出

豊 中 市 長 長 内 繁 樹

内 繁 樹

（ 提 案 理 由 ）

介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 等 が 整 備 す べ き 介 護 の 提 供 等 に 関 す る

記 録 の 保 存 期 間 の 起 算 日 そ の 他 所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提

案 す る も の で あ る 。
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豊中市条例第 号

豊中市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例

（豊中市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第１条 豊中市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年豊中市条例第６９号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（記録の整備） （記録の整備）

第４２条 （省 略） 第４２条 （省 略）

２ 指定訪問介護事業者は，利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存しなければ

ならない。

２ 指定訪問介護事業者は，利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に

掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 訪問介護計画 当該計画の完了の日 (１) 訪問介護計画

(２) 第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 当該記録に係る指定訪問介護を提供した日

(２) 第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録

(３) 第２７条に規定する市への通知に係る記録 当該通知の日 (３) 第２７条に規定する市への通知に係る記録

(４) 第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 当該記録に係る指

定訪問介護を提供した日

(４) 第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(５) 第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 当該記録に係る指定訪問介護を提供した日

(５) 第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第５８条 （省 略） 第５８条 （省 略）

２ 指定訪問入浴介護事業者は，利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存し

２ 指定訪問入浴介護事業者は，利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければなら
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

なければならない。 ない。

(１) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定訪問入浴介護を提供した

日

(１) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(２) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(２) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

(３) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定訪問入浴介護を提供した日

(３) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(４) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定訪問入浴介

護を提供した日

(４) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第７８条 （省 略） 第７８条 （省 略）

２ 指定訪問看護事業者は，利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存しなければ

ならない。

２ 指定訪問看護事業者は，利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に

掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 第７３条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 当該文書

に係る指定訪問看護を提供した日

(１) 第７３条第２項に規定する主治の医師による指示の文書

(２) 訪問看護計画書 当該計画書の完了の日 (２) 訪問看護計画書

(３) 訪問看護報告書 当該報告書に係る指定訪問看護を提供した日 (３) 訪問看護報告書

(４) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定訪問看護を提供した日

(４) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(５) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録 (５) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

当該通知の日

(６) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定訪問看護を提供した日

(６) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(７) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定訪問看護を

提供した日

(７) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第８８条 （省 略） 第８８条 （省 略）

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は，利用者に対する指定訪問リハビリ

テーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定め

る日から５年間保存しなければならない。

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は，利用者に対する指定訪問リハビリ

テーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。

(１) 訪問リハビリテーション計画 当該計画の完了の日 (１) 訪問リハビリテーション計画

(２) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定訪問リハビリテーション

を提供した日

(２) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(３) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(３) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

(４) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定訪問リハビリテーションを提供した日

(４) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(５) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定訪問リハビ

リテーションを提供した日

(５) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

第９７条 （省 略） 第９７条 （省 略）

２ 指定居宅療養管理指導事業者は，利用者に対する指定居宅療養管理指導の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年

間保存しなければならない。

２ 指定居宅療養管理指導事業者は，利用者に対する指定居宅療養管理指導の

提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。

(１) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定居宅療養管理指導を提供

した日

(１) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(２) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(２) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

(３) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定居宅療養管理指導を提供した日

(３) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(４) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定居宅療養管

理指導を提供した日

(４) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第１１２条 （省 略） 第１１２条 （省 略）

２ 指定通所介護事業者は，利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存しなければ

ならない。

２ 指定通所介護事業者は，利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に

掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 通所介護計画 当該計画の完了の日 (１) 通所介護計画

(２) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定通所介護を提供した日

(２) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(３) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録 (３) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

当該通知の日

(４) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定通所介護を提供した日

(４) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(５) 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録 当該記録に係る指定通所介護を提供した日

(５) 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第１４５条 （省 略） 第１４５条 （省 略）

２ 指定通所リハビリテーション事業者は，利用者に対する指定通所リハビリ

テーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定め

る日から５年間保存しなければならない。

２ 指定通所リハビリテーション事業者は，利用者に対する指定通所リハビリ

テーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。

(１) 通所リハビリテーション計画 当該計画の完了の日 (１) 通所リハビリテーション計画

(２) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定通所リハビリテーション

を提供した日

(２) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(３) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(３) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

(４) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定通所リハビリテーションを提供した日

(４) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(５) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定通所リハビ

リテーションを提供した日

(５) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第１６７条 （省 略） 第１６７条 （省 略）
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

２ 指定短期入所生活介護事業者は，利用者に対する指定短期入所生活介護の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年

間保存しなければならない。

２ 指定短期入所生活介護事業者は，利用者に対する指定短期入所生活介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。

(１) 短期入所生活介護計画 当該計画の完了の日 (１) 短期入所生活介護計画

(２) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定短期入所生活介護を提供

した日

(２) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(３) 第１５５条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係

る指定短期入所生活介護を提供した日

(３) 第１５５条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(４) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

(５) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定短期入所生活介護を提供した日

(５) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(６) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定短期入所生

活介護を提供した日

(６) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第２０３条 （省 略） 第２０３条 （省 略）

２ 指定短期入所療養介護事業者は，利用者に対する指定短期入所療養介護の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年

間保存しなければならない。

２ 指定短期入所療養介護事業者は，利用者に対する指定短期入所療養介護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。

(１) 短期入所療養介護計画 当該計画の完了の日 (１) 短期入所療養介護計画
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

(２) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定短期入所療養介護を提供

した日

(２) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(３) 第１９４条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係

る指定短期入所療養介護を提供した日

(３) 第１９４条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(４) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

(５) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定短期入所療養介護を提供した日

(５) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(６) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定短期入所療

養介護を提供した日

(６) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第２３６条 （省 略） 第２３６条 （省 略）

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する指定特定施設入居

者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定め

る日から５年間保存しなければならない。

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する指定特定施設入居

者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。

(１) 特定施設サービス計画 当該計画の完了の日 (１) 特定施設サービス計画

(２) 第２２４条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録 当該記録に係る指定特定施設入居者生活介護を提供した日

(２) 第２２４条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録

(３) 第２２６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係

(３) 第２２６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

る指定特定施設入居者生活介護を提供した日

(４) 第２３３条第３項に規定する結果等の記録 当該記録を行った日 (４) 第２３３条第３項に規定する結果等の記録

(５) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(５) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

(６) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定特定施設入居者生活介護を提供した日

(６) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(７) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定特定施設入

居者生活介護を提供した日

(７) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第２４７条 （省 略） 第２４７条 （省 略）

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対す

る外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存しなければな

らない。

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対す

る外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 特定施設サービス計画 当該計画の完了の日 (１) 特定施設サービス計画

(２) 第２４４条第２項に規定する受託居宅サービス事業者から受けた報

告に係る記録 当該報告の日

(２) 第２４４条第２項に規定する受託居宅サービス事業者から受けた報

告に係る記録

(３) 前条第８項に規定する結果等の記録 当該記録を行った日 (３) 前条第８項に規定する結果等の記録

(４) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(４) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

(５) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を

(５) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

提供した日

(６) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る外部サービス利

用型指定特定施設入居者生活介護を提供した日

(６) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

(７) 次条において準用する第２２４条第２項に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録 当該記録に係る外部サービス利用型指定特

定施設入居者生活介護を提供した日

(７) 次条において準用する第２２４条第２項に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録

(８) 次条において準用する第２２６条第５項に規定する身体的拘束等の

態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 当該記録に係る外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介

護を提供した日

(８) 次条において準用する第２２６条第５項に規定する身体的拘束等の

態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録

(９) 次条において準用する第２３３条第３項に規定する結果等の記録

当該記録を行った日

(９) 次条において準用する第２３３条第３項に規定する結果等の記録

（記録の整備） （記録の整備）

第２６２条 （省 略） 第２６２条 （省 略）

２ 指定福祉用具貸与事業者は，利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存し

なければならない。

２ 指定福祉用具貸与事業者は，利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関

する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。

(１) 福祉用具貸与計画 当該計画完了の日 (１) 福祉用具貸与計画

(２) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録を行った日

(２) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(３) 第２６０条第４項に規定する結果等の記録 当該記録に係る指定福

祉用具貸与を提供した日

(３) 第２６０条第４項に規定する結果等の記録
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

(４) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(４) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

(５) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定福祉用具貸与を提供した日

(５) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(６) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定福祉用具貸

与を提供した日

(６) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第２７５条 （省 略） 第２７５条 （省 略）

２ 指定特定福祉用具販売事業者は，利用者に対する指定特定福祉用具販売の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年

間保存しなければならない。

２ 指定特定福祉用具販売事業者は，利用者に対する指定特定福祉用具販売の

提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。

(１) 特定福祉用具販売計画 当該計画の完了の日 (１) 特定福祉用具販売計画

(２) 第２７０条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

当該記録に係る指定特定福祉用具販売を提供した日

(２) 第２７０条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(３) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(３) 次条において準用する第２７条に規定する市への通知に係る記録

(４) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定特定福祉用具販売を提供した日

(４) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(５) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定特定福祉用

具販売を提供した日

(５) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

（豊中市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）
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第２条 豊中市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２６年豊中市条例第６４号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（記録の整備） （記録の整備）

第３２条 （省 略） 第３２条 （省 略）

２ 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存し

なければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関

する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。

(１) 第１６条第１３号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調

整に関する記録 当該記録に係る居宅サービス計画の完了の日

(１) 第１６条第１３号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調

整に関する記録

(２) 個々の利用者ごとに居宅サービス計画，第１６条第７号に規定するア

セスメントの結果の記録，同条第９号に規定するサービス担当者会議等の

記録及び同条第１４号に規定するモニタリングの結果の記録を記載した

居宅介護支援台帳 当該記録等に係る居宅サービス計画の完了の日

(２) 個々の利用者ごとに居宅サービス計画，第１６条第７号に規定するア

セスメントの結果の記録，同条第９号に規定するサービス担当者会議等の

記録及び同条第１４号に規定するモニタリングの結果の記録を記載した

居宅介護支援台帳

(３) 第１９条に規定する市への通知に係る記録 当該通知の日 (３) 第１９条に規定する市への通知に係る記録

(４) 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 当該記録に係る指

定居宅介護支援又は指定居宅サービス等を提供した日

(４) 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(５) 第３０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 当該記録を作成した日

(５) 第３０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録

（豊中市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第３条 豊中市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年豊中市条例第７０号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（記録の整備） （記録の整備）

第４３条 （省 略） 第４３条 （省 略）

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，利用者に対する指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整

備し，当該各号に定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，利用者に対する指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，

その完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 当該計画の完了の日 (１) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(２) 第２１条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 当該記録に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した日

(２) 第２１条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録

(３) 第２６条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 当該文書

に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した日

(３) 第２６条第２項に規定する主治の医師による指示の文書

(４) 第２７条第１０項に規定する訪問看護報告書 当該報告書に係る指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した日

(４) 第２７条第１０項に規定する訪問看護報告書

(５) 第２９条に規定する市への通知に係る記録 当該通知の日 (５) 第２９条に規定する市への通知に係る記録

(６) 第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 当該記録に係る指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した日

(６) 第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(７) 第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 当該記録に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を提供した日

(７) 第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第５９条 （省 略） 第５９条 （省 略）

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用者に対する指定夜間対応型訪問介

護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から

５年間保存しなければならない。

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用者に対する指定夜間対応型訪問介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存し

なければならない。
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

(１) 夜間対応型訪問介護計画 当該計画の完了の日 (１) 夜間対応型訪問介護計画

(２) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定夜間対応型訪問介護を提

供した日

(２) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(３) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(３) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

(４) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定夜間対応型訪問介護を提供した日

(４) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(５) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定夜間対応型

訪問介護を提供した日

(５) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第６０条の１９ （省 略） 第６０条の１９ （省 略）

２ 指定地域密着型通所介護事業者は，利用者に対する指定地域密着型通所介

護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から

５年間保存しなければならない。

２ 指定地域密着型通所介護事業者は，利用者に対する指定地域密着型通所介

護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存し

なければならない。

(１) 地域密着型通所介護計画 当該計画の完了の日 (１) 地域密着型通所介護計画

(２) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定地域密着型通所介護を提

供した日

(２) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(３) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(３) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

(４) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記 (４) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

37



（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

録 当該記録に係る指定地域密着型通所介護を提供した日 録

(５) 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録 当該記録に係る指定地域密着型通所介護を提供した日

(５) 前条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録

(６) 第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の記録

当該記録を作成した日

(６) 第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の記録

（記録の整備） （記録の整備）

第６０条の３８ （省 略） 第６０条の３８ （省 略）

２ 指定療養通所介護事業者は，利用者に対する指定療養通所介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存し

なければならない。

２ 指定療養通所介護事業者は，利用者に対する指定療養通所介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。

(１) 療養通所介護計画 当該計画の完了の日 (１) 療養通所介護計画

(２) 前条第２項に規定する検討の結果についての記録 当該記録を行っ

た日

(２) 前条第２項に規定する検討の結果についての記録

(３) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定療養通所介護を提供した

日

(３) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(４) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(４) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

(５) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定療養通所介護を提供した日

(５) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(６) 次条において準用する第６０条の１８第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定療養

通所介護を提供した日

(６) 次条において準用する第６０条の１８第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

(７) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録 当該記録を作成した日

(７) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録

（記録の整備） （記録の整備）

第８０条 （省 略） 第８０条 （省 略）

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定認知症対応型通

所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日

から５年間保存しなければならない。

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定認知症対応型通

所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保

存しなければならない。

(１) 認知症対応型通所介護計画 当該計画の完了の日 (１) 認知症対応型通所介護計画

(２) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定認知症対応型通所介護を

提供した日

(２) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(３) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(３) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

(４) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定認知症対応型通所介護を提供した日

(４) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(５) 次条において準用する第６０条の１８第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定認知

症対応型通所介護を提供した日

(５) 次条において準用する第６０条の１８第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録

(６) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録 当該記録を作成した日

(６) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録

（記録の整備） （記録の整備）

第１０８条 （省 略） 第１０８条 （省 略）

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指定小規模多機能 ２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指定小規模多機能
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定め

る日から５年間保存しなければならない。

型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。

(１) 居宅サービス計画 当該計画の完了の日 (１) 居宅サービス計画

(２) 小規模多機能型居宅介護計画 当該計画の完了の日 (２) 小規模多機能型居宅介護計画

(３) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定小規模多機能型居宅介護

を提供した日

(３) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(４) 第９３条第６号に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係る

指定小規模多機能型居宅介護を提供した日

(４) 第９３条第６号に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(５) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(５) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

(６) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定小規模多機能型居宅介護を提供した日

(６) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(７) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定小規模多機

能型居宅介護を提供した日

(７) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

(８) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録 当該記録を作成した日

(８) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録

（記録の整備） （記録の整備）

第１２８条 （省 略） 第１２８条 （省 略）

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者に対する指定認知症対応

型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者に対する指定認知症対応

型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

定める日から５年間保存しなければならない。 ５年間保存しなければならない。

(１) 認知症対応型共同生活介護計画 当該計画の完了の日 (１) 認知症対応型共同生活介護計画

(２) 第１１６条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録 当該記録に係る指定認知症対応型共同生活介護を提供した日

(２) 第１１６条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録

(３) 第１１８条第６項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係

る指定認知症対応型共同生活介護を提供した日

(３) 第１１８条第６項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(４) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

(５) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定認知症対応型共同生活介護を提供した日

(５) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(６) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定認知症対応

型共同生活介護を提供した日

(６) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

(７) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録 当該記録を作成した日

(７) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録

（記録の整備） （記録の整備）

第１４９条 （省 略） 第１４９条 （省 略）

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する指定地

域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し，当該各号に定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する指定地

域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，

その完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 地域密着型特定施設サービス計画 当該計画の完了の日 (１) 地域密着型特定施設サービス計画

(２) 第１３７条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の (２) 第１３７条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

記録 当該記録に係る指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供し

た日

記録

(３) 第１３９条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係

る指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した日

(３) 第１３９条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 第１４７条第３項に規定する結果等の記録 当該記録に係る指定地

域密着型特定施設入居者生活介護を提供した日

(４) 第１４７条第３項に規定する結果等の記録

(５) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(５) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

(６) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した

日

(６) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(７) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定地域密着型

特定施設入居者生活介護を提供した日

(７) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

(８) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録 当該記録を作成した日

(８) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録

（記録の整備） （記録の整備）

第１７８条 （省 略） 第１７８条 （省 略）

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対する指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し，当該各号に定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対する指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 地域密着型施設サービス計画 当該計画の完了の日 (１) 地域密着型施設サービス計画
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

(２) 第１５７条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録 当該記録に係る指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

を提供した日

(２) 第１５７条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録

(３) 第１５９条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係

る指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した日

(３) 第１５９条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(４) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

(５) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を

提供した日

(５) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(６) 前条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録 当該記録に係る指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護を提供した日

(６) 前条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録

(７) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録 当該記録を作成した日

(７) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録

（記録の整備） （記録の整備）

第２０３条 （省 略） 第２０３条 （省 略）

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指定看護小規

模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各

号に定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指定看護小規

模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日

から５年間保存しなければならない。

(１) 居宅サービス計画 当該計画の完了の日 (１) 居宅サービス計画

(２) 看護小規模多機能型居宅介護計画 当該計画の完了の日 (２) 看護小規模多機能型居宅介護計画
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

(３) 第１９９条第６号に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係

る指定看護小規模多機能型居宅介護を提供した日

(３) 第１９９条第６号に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 第２００条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 当該文

書に係る指定看護小規模多機能型居宅介護を提供した日

(４) 第２００条第２項に規定する主治の医師による指示の文書

(５) 第２０１条第１０項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書

当該報告書に係る指定看護小規模多機能型居宅介護を提供した日

(５) 第２０１条第１０項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書

(６) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定看護小規模多機能型居宅

介護を提供した日

(６) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(７) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(７) 次条において準用する第２９条に規定する市への通知に係る記録

(８) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定看護小規模多機能型居宅介護を提供した日

(８) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(９) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定看護小規模

多機能型居宅介護を提供した日

(９) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

(10) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録 当該記録を作成した日

(10) 次条において準用する第６０条の１７第２項に規定する報告，評価，

要望，助言等の記録

（豊中市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部改正）

第４条 豊中市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例（平成２４年豊中市条例第７３号）の一部を次のように改正する。
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次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（記録の整備） （記録の整備）

第５６条 （省 略） 第５６条 （省 略）

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問入

浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日

から５年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問入

浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保

存しなければならない。

(１) 第５１条の１３第２項に規定する提供した具体的なサービス内容等

の記録 当該記録に係る指定介護予防訪問入浴介護を提供した日

(１) 第５１条の１３第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録

(２) 第５２条の３に規定する市への通知に係る記録 当該通知の日 (２) 第５２条の３に規定する市への通知に係る記録

(３) 第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等の記録 当該記録に係

る指定介護予防訪問入浴介護を提供した日

(３) 第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等の記録

(４) 第５５条の１０第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録 当該記録に係る指定介護予防訪問入浴介護を提

供した日

(４) 第５５条の１０第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第７４条 （省 略） 第７４条 （省 略）

２ 指定介護予防訪問看護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問看護の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年

間保存しなければならない。

２ 指定介護予防訪問看護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問看護の

提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。

(１) 第７８条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 当該文書

に係る指定介護予防訪問看護を提供した日

(１) 第７８条第２項に規定する主治の医師による指示の文書

(２) 介護予防訪問看護計画書 当該計画の完了の日 (２) 介護予防訪問看護計画書

(３) 介護予防訪問看護報告書 当該報告書に係る指定介護予防訪問看護 (３) 介護予防訪問看護報告書
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

を提供した日

(４) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 当該記録に係る指定介護予防訪問看護

を提供した日

(４) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(５) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録 当該通知の日

(５) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録

(６) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定介護

予防訪問看護を提供した日

(６) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第８４条 （省 略） 第８４条 （省 略）

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，利用者に対する指定介護

予防訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し，当該各号に定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，利用者に対する指定介護

予防訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 介護予防訪問リハビリテーション計画 当該計画の完了の日 (１) 介護予防訪問リハビリテーション計画

(２) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービス内容等の記録 当該記録に係る指定介護予防訪問リハビ

リテーションを提供した日

(２) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(３) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録 当該通知の日

(３) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録

(４) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録 当該記録に係る指定介護予防訪問リハビリテーションを提供し

た日

(４) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

(５) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定介護

予防訪問リハビリテーションを提供した日

(５) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第９３条 （省 略） 第９３条 （省 略）

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，利用者に対する指定介護予防居

宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に

定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，利用者に対する指定介護予防居

宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から

５年間保存しなければならない。

(１) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 当該記録に係る指定介護予防居宅療養

管理指導を提供した日

(１) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(２) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録 当該通知の日

(２) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録

(３) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録 当該記録に係る指定介護予防居宅療養管理指導を提供した日

(３) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録

(４) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定介護

予防居宅療養管理指導を提供した日

(４) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第１２３条 （省 略） 第１２３条 （省 略）

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，利用者に対する指定介護

予防通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し，当該各号に定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，利用者に対する指定介護

予防通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければならない。
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

(１) 介護予防通所リハビリテーション計画 当該計画の完了の日 (１) 介護予防通所リハビリテーション計画

(２) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 当該記録に係る指定介護予防通所リハ

ビリテーションを提供した日

(２) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(３) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録 当該通知の日

(３) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録

(４) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録 当該記録に係る指定介護予防通所リハビリテーションを提供し

た日

(４) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録

(５) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定介護

予防通所リハビリテーションを提供した日

(５) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第１４２条 （省 略） 第１４２条 （省 略）

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者に対する指定介護予防短

期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に

定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者に対する指定介護予防短

期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から

５年間保存しなければならない。

(１) 介護予防短期入所生活介護計画 当該計画の完了の日 (１) 介護予防短期入所生活介護計画

(２) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 当該記録に係る指定介護予防短期入所

生活介護を提供した日

(２) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(３) 第１３７条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係

(３) 第１３７条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

る指定介護予防短期入所生活介護を提供した日

(４) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録 当該通知の日

(４) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録

(５) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録 当該記録に係る指定介護予防短期入所生活介護を提供した日

(５) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録

(６) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定介護

予防短期入所生活介護を提供した日

(６) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第１８１条 （省 略） 第１８１条 （省 略）

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者に対する指定介護予防短

期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に

定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者に対する指定介護予防短

期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から

５年間保存しなければならない。

(１) 介護予防短期入所療養介護計画 当該計画の完了の日 (１) 介護予防短期入所療養介護計画

(２) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 当該記録に係る指定介護予防短期入所

療養介護を提供した日

(２) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録

(３) 第１７８条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係

る指定介護予防短期入所療養介護を提供した日

(３) 第１７８条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録 当該通知の日

(４) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録

(５) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等 (５) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

の記録 当該記録に係る指定介護予防短期入所療養介護を提供した日 の記録

(６) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定介護

予防短期入所療養介護を提供した日

(６) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録

（記録の整備） （記録の整備）

第２１７条 （省 略） 第２１７条 （省 略）

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する指定介護

予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し，当該各号に定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する指定介護

予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 介護予防特定施設サービス計画 当該計画の完了の日 (１) 介護予防特定施設サービス計画

(２) 第２１０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録 当該記録に係る指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した

日

(２) 第２１０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の

記録

(３) 第２１２条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係

る指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した日

(３) 第２１２条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 第２１４条第３項に規定する結果等の記録 当該記録を行った日 (４) 第２１４条第３項に規定する結果等の記録

(５) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録 当該通知の日

(５) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録

(６) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録 当該記録に係る指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供し

た日

(６) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録

(７) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況 (７) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定介護

予防特定施設入居者生活介護を提供した日

及び事故に際して採った処置についての記録

（準用） （準用）

第２１８条 第５１条の５，第５１条の６，第５２条の２から第５４条まで，

第５５条の２の２，第５５条の４から第５５条の１１まで（第５５条の９第

２項を除く。），第１２１条の４及び第１４０条の２の規定は，指定介護予

防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において，第

５３条，第５５条の２の２第２項，第５５条の１０の２第１号及び第３号並

びに第５５条の４第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介

護予防特定施設従業者」と，同項中「第５５条」とあるのは「第２１３条」

と，第１４０条の２第２項第１号及び第３号中「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。

第２１８条 第５１条の５，第５１条の６，第５２条の２から第５４条まで，

第５５条の２の２，第５５条の４から第５５条の１１まで（第５５条の９第

２項を除く。），第１２１条の４及び第１４０条の２の規定は，指定介護予

防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において，第

５３条，第５５条の２の２第２項，第５５条の１０の２第１号及び第３号並

びに第５５条の４第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介

護予防特定施設従業者」と，同項中「第５５条」とあるのは「第２１３条」

と，第１４０条の２第２項第１号及び第３号中「介護予防短期入所生活介護

従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。

（記録の整備） （記録の整備）

第２３４条 （省 略） 第２３４条 （省 略）

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，利用

者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間

保存しなければならない。

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，利用

者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提

供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。

(１) 介護予防特定施設サービス計画 当該計画の完了の日 (１) 介護予防特定施設サービス計画

(２) 第２３６条第２項に規定する受託介護予防サービス事業者等から受

けた報告に係る記録 当該報告の日

(２) 第２３６条第２項に規定する受託介護予防サービス事業者等から受

けた報告に係る記録

(３) 前条第８項に規定する結果等の記録 当該記録を行った日 (３) 前条第８項に規定する結果等の記録

(４) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記 (４) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

録 当該通知の日 録

(５) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録 当該記録に係る外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居

者生活介護を提供した日

(５) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録

(６) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る外部サー

ビス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した日

(６) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録

(７) 次条において準用する第２１０条第２項に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録 当該記録に係る外部サービス利用型指定介

護予防特定施設入居者生活介護を提供した日

(７) 次条において準用する第２１０条第２項に規定する提供した具体的

なサービスの内容等の記録

(８) 次条において準用する第２１２条第２項に規定する身体的拘束等の

態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録 当該記録に係る外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居

者生活介護を提供した日

(８) 次条において準用する第２１２条第２項に規定する身体的拘束等の

態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

の記録

(９) 次条において準用する第２１４条第３項に規定する結果等の記録

当該記録を行った日

(９) 次条において準用する第２１４条第３項に規定する結果等の記録

（記録の整備） （記録の整備）

第２４８条 （省 略） 第２４８条 （省 略）

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，利用者に対する指定介護予防福祉用

具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日

から５年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，利用者に対する指定介護予防福祉用

具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保

存しなければならない。

(１) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録 当該記録に係る指定介護予防福祉用具

(１) 次条において準用する第５１条の１３第２項に規定する提供した具

体的なサービスの内容等の記録
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

貸与を提供した日

(２) 第２４６条第４項に規定する結果等の記録 当該記録の日 (２) 第２４６条第４項に規定する結果等の記録

(３) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録 当該通知の日

(３) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録

(４) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録 当該記録に係る指定介護予防福祉用具貸与を提供した日

(４) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録

(５) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定介護

予防福祉用具貸与を提供した日

(５) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況

及び事故に際して採った処置についての記録

(６) 第２５２条第２項に規定する介護予防福祉用具貸与計画 当該計画

の完了の日

(６) 第２５２条第２項に規定する介護予防福祉用具貸与計画

（記録の整備） （記録の整備）

第２６２条 （省 略） 第２６２条 （省 略）

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，利用者に対する指定特定介護予

防福祉用具販売の提供に関する次の各号に定める記録を整備し，当該各号に

定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，利用者に対する指定特定介護予

防福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から

５年間保存しなければならない。

(１) 第２５９条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

当該記録に係る指定特定介護予防福祉用具販売を提供した日

(１) 第２５９条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(２) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録 当該通知の日

(２) 次条において準用する第５２条の３に規定する市への通知に係る記

録

(３) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録 当該記録に係る指定特定介護予防福祉用具販売を提供した日

(３) 次条において準用する第５５条の８第２項に規定する苦情の内容等

の記録

(４) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況 (４) 次条において準用する第５５条の１０第２項に規定する事故の状況
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定特定

介護予防福祉用具販売を提供した日

及び事故に際して採った処置についての記録

(５) 第２６６条第１項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画 当該

計画の完了の日

(５) 第２６６条第１項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画

（豊中市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部

改正）

第５条 豊中市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２６年豊中市条例第６５号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（記録の整備） （記録の整備）

第３１条 （省 略） 第３１条 （省 略）

２ 指定介護予防支援事業者は，利用者に対する指定介護予防支援の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存し

なければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は，利用者に対する指定介護予防支援の提供に関

する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。

(１) 第３３条第１４号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連

絡調整に関する記録 当該記録に係る介護予防サービス計画の完了の日

(１) 第３３条第１４号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連

絡調整に関する記録

(２) 個々の利用者ごとに介護予防サービス計画，第３３条第７号に規定す

るアセスメントの結果の記録，同条第９号に規定するサービス担当者会議

等の記録，同条第１５号に規定する評価の結果の記録及び同条第１６号に

規定するモニタリングの結果の記録を記載した介護予防支援台帳 当該

記録等に係る介護予防サービス計画の完了の日

(２) 個々の利用者ごとに介護予防サービス計画，第３３条第７号に規定す

るアセスメントの結果の記録，同条第９号に規定するサービス担当者会議

等の記録，同条第１５号に規定する評価の結果の記録及び同条第１６号に

規定するモニタリングの結果の記録を記載した介護予防支援台帳
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

(３) 第１８条に規定する市への通知に係る記録 当該通知の日 (３) 第１８条に規定する市への通知に係る記録

(４) 第２８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 当該記録に係る指

定介護予防支援又は指定介護予防サービス等を提供した日

(４) 第２８条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(５) 第２９条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 当該記録を作成した日

(５) 第２９条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録

（豊中市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部改正）

第６条 豊中市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例（平成２４年豊中市条例第７４号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（記録の整備） （記録の整備）

第４１条 （省 略） 第４１条 （省 略）

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定介護予

防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当

該各号に定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定介護予

防認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結

の日から５年間保存しなければならない。

(１) 介護予防認知症対応型通所介護計画 当該計画の完了の日 (１) 介護予防認知症対応型通所介護計画

(２) 第２２条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 当該記録に係る指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した日

(２) 第２２条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録

(３) 第２５条に規定する市への通知に係る記録 当該通知の日 (３) 第２５条に規定する市への通知に係る記録

(４) 第３７条第２項に規定する苦情の内容等の記録 当該記録に係る指

定介護予防認知症対応型通所介護を提供した日

(４) 第３７条第２項に規定する苦情の内容等の記録
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

(５) 第３８条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 当該記録に係る指定介護予防認知症対応型通所介護を

提供した日

(５) 第３８条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録

(６) 前条第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の記録 当該記録を

作成した日

(６) 前条第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の記録

（記録の整備） （記録の整備）

第６５条 （省 略） 第６５条 （省 略）

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備

し，当該各号に定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画 当該計画の完了の日 (１) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画

(２) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画 当該計画の完了の日 (２) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画

(３) 次条において準用する第２２条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録 当該記録に係る指定介護予防小規模多機能型

居宅介護を提供した日

(３) 次条において準用する第２２条第２項に規定する提供した具体的な

サービスの内容等の記録

(４) 第５４条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係る

指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した日

(４) 第５４条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(５) 次条において準用する第２５条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(５) 次条において準用する第２５条に規定する市への通知に係る記録

(６) 次条において準用する第３７条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した日

(６) 次条において準用する第３７条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(７) 次条において準用する第３８条第２項に規定する事故の状況及び事 (７) 次条において準用する第３８条第２項に規定する事故の状況及び事
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定介護予防小

規模多機能型居宅介護を提供した日

故に際して採った処置についての記録

(８) 次条において準用する第４０条第２項に規定する報告，評価，要望，

助言等の記録 当該記録を作成した日

(８) 次条において準用する第４０条第２項に規定する報告，評価，要望，

助言等の記録

（記録の整備） （記録の整備）

第８６条 （省 略） 第８６条 （省 略）

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者に対する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し，当該各号に定める日から５年間保存しなければならない。

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者に対する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，

その完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画 当該計画の完了の日 (１) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画

(２) 第７７条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 当該記録に係る指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した

日

(２) 第７７条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録

(３) 第７９条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係る

指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した日

(３) 第７９条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 次条において準用する第２５条に規定する市への通知に係る記録

当該通知の日

(４) 次条において準用する第２５条に規定する市への通知に係る記録

(５) 次条において準用する第３７条第２項に規定する苦情の内容等の記

録 当該記録に係る指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した

日

(５) 次条において準用する第３７条第２項に規定する苦情の内容等の記

録

(６) 次条において準用する第３８条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る指定介護予防認

(６) 次条において準用する第３８条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

知症対応型共同生活介護を提供した日

(７) 次条において準用する第４０条第２項に規定する報告，評価，要望，

助言等の記録 当該記録を作成した日

(７) 次条において準用する第４０条第２項に規定する報告，評価，要望，

助言等の記録

（豊中市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第７条 豊中市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第６６号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（記録の整備） （記録の整備）

第１０条 （省 略） 第１０条 （省 略）

２ 養護老人ホームは，入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を

整備し，当該各号に定める日から５年間保存しなければならない。

２ 養護老人ホームは，入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備

し，その完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 処遇計画 当該計画の完了の日 (１) 処遇計画

(２) 行った具体的な処遇の内容等の記録 当該記録に係る処遇を行った

日

(２) 行った具体的な処遇の内容等の記録

(３) 第１６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係る

処遇を行った日

(３) 第１６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 第２７条第２項に規定する苦情の内容等の記録 当該記録に係る処

遇を行った日

(４) 第２７条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(５) 第２９条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 当該記録に係る処遇を行った日

(５) 第２９条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録

（豊中市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）
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第８条 豊中市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年豊中市条例第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（記録の整備） （記録の整備）

第４３条 （省 略） 第４３条 （省 略）

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間

保存しなければならない。

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提

供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなけれ

ばならない。

(１) 施設サービス計画 当該計画の完了の日 (１) 施設サービス計画

(２) 第１３条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 当該記録に係るサービスを提供した日

(２) 第１３条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録

(３) 第１６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係る

サービスを提供した日

(３) 第１６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 第２５条に規定する市への通知に係る記録 当該通知の日 (４) 第２５条に規定する市への通知に係る記録

(５) 第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 当該記録に係るサ

ービスを提供した日

(５) 第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(６) 第４１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 当該記録に係るサービスを提供した日

(６) 第４１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録

（豊中市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第９条 豊中市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第７２号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（記録の整備） （記録の整備）

第４２条 （省 略） 第４２条 （省 略）

２ 介護老人保健施設は，入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関す

る次の各号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存しな

ければならない。

２ 介護老人保健施設は，入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関す

る次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならな

い。

(１) 施設サービス計画 当該計画の完了の日 (１) 施設サービス計画

(２) 第１２条第４項に規定する居宅において日常生活を営むことができ

るかどうかについての検討の内容等の記録 当該記録に係るサービスを

提供した日

(２) 第１２条第４項に規定する居宅において日常生活を営むことができ

るかどうかについての検討の内容等の記録

(３) 第１３条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録 当該記録に係るサービスを提供した日

(３) 第１３条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記

録

(４) 第１６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係る

サービスを提供した日

(４) 第１６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(５) 第２５条に規定する市への通知に係る記録 当該通知の日 (５) 第２５条に規定する市への通知に係る記録

(６) 第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 当該記録に係るサ

ービスを提供した日

(６) 第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(７) 第４０条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 当該記録に係るサービスを提供した日

(７) 第４０条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録

（豊中市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第１０条 豊中市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第６７号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（記録の整備） （記録の整備）

第１０条 （省 略） 第１０条 （省 略）

２ 特別養護老人ホームは，入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記

録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存しなければならない。

２ 特別養護老人ホームは，入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整

備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 入所者の処遇に関する計画 当該計画の完了の日 (１) 入所者の処遇に関する計画

(２) 行った具体的な処遇の内容等の記録 当該記録に係る処遇を行った

日

(２) 行った具体的な処遇の内容等の記録

(３) 第１６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係る

処遇を行った日

(３) 第１６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 第３０条第２項に規定する苦情の内容等の記録 当該記録に係る処

遇を行った日

(４) 第３０条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(５) 第３２条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 当該記録に係る処遇を行った日

(５) 第３２条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録

（豊中市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第１１条 豊中市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第６８号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（記録の整備） （記録の整備）

第１０条 （省 略） 第１０条 （省 略）

２ 軽費老人ホームは，入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に

掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存しなければならな

２ 軽費老人ホームは，入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる

記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

い。

(１) 入所者に提供するサービスに関する計画 当該計画の完了の日 (１) 入所者に提供するサービスに関する計画

(２) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 当該記録に係るサービ

スを提供した日

(２) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(３) 第１８条第４項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係る

サービスを提供した日

(３) 第１８条第４項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(４) 第３２条第２項に規定する苦情の内容等の記録 当該記録に係るサ

ービスを提供した日

(４) 第３２条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(５) 第３４条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての同条第３項の記録 当該記録に係るサービスを提供した日

(５) 第３４条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての同条第３項の記録

（豊中市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第１２条 豊中市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年豊中市条例第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（記録の整備） （記録の整備）

第４２条 （省 略） 第４２条 （省 略）

２ 介護医療院は，入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し，当該各号に定める日から５年間保存しなければな

らない。

２ 介護医療院は，入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。

(１) 施設サービス計画 当該計画の完了の日 (１) 施設サービス計画

(２) 第１２条第４項の規定による居宅において日常生活を営むことがで (２) 第１２条第４項の規定による居宅において日常生活を営むことがで
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

きるかどうかについての検討の内容等の記録 当該記録に係るサービス

を提供した日

きるかどうかについての検討の内容等の記録

(３) 第１３条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 当該記録に係るサービスを提供した日

(３) 第１３条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録

(４) 第１６条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の

入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 当該記録に係

るサービスを提供した日

(４) 第１６条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の

入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(５) 第２５条の規定による市への通知に係る記録 当該通知の日 (５) 第２５条の規定による市への通知に係る記録

(６) 第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録 当該記録に係る

サービスを提供した日

(６) 第３８条第２項の規定による苦情の内容等の記録

(７) 第４０条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 当該記録に係るサービスを提供した日

(７) 第４０条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録

附 則

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。ただし，第４条中豊中市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第２１８条の改正規定は，公布の日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の豊中市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定居宅サービス等基準条例」

という。）第４２条第２項（新指定居宅サービス等基準条例第４２条の３及び第４７条において準用する場合を含む。），第５８条第２項（新指定居宅サービ

ス等基準条例第６３条において準用する場合を含む。），第７８条第２項，第８８条第２項，第９７条第２項，第１１２条第２項（新指定居宅サービス等基準

条例第１１５条及び第１３５条において準用する場合を含む。），第１４５条第２項，第１６７条第２項（新指定居宅サービス等基準条例第１８１条，第１８

１条の３及び第１８８条において準用する場合を含む。），第２０３条第２項（新指定居宅サービス等基準条例第２１６条において準用する場合を含む。），

第２３６条第２項，第２４７条第２項，第２６２条第２項（新指定居宅サービス等基準条例第２６５条において準用する場合を含む。）及び第２７５条第２項，

第２条の規定による改正後の豊中市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。）
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第３２条第２項（新指定居宅介護支援等基準条例第３３条において準用する場合を含む。），第３条の規定による改正後の豊中市指定地域密着型サービスの事

業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定地域密着型サービス基準条例」という。）第４３条第２項，第５９条第２項，第６０条の

１９第２項（新指定地域密着型サービス基準条例第６０条の２０の３において準用する場合を含む。），第６０条の３８第２項，第８０条第２項，第１０８条

第２項，第１２８条第２項，第１４９条第２項，第１７８条第２項（新指定地域密着型サービス基準条例第１９１条において準用する場合を含む。）及び第２

０３条第２項，第４条の規定による改正後の豊中市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新指定介護予防サービス等基準条例」という。）第５６条第２項（新指定介護予防サービス等基準

条例第６３条において準用する場合を含む。），第７４条第２項，第８４条第２項，第９３条第２項，第１２３条第２項，第１４２条第２項（新指定介護予防

サービス等基準条例第１６０条，第１６５条の３及び１７２条において準用する場合を含む。），第１８１条第２項（新指定介護予防サービス等基準条例第１

９７条において準用する場合を含む。），第２１７条第２項，第２３４条第２項，第２４８条第２項（新指定介護予防サービス等基準条例第２５４条において

準用する場合を含む。）及び第２６２条第２項，第５条の規定による改正後の豊中市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。）第３１条第２項（新指定介護予防支

援等基準条例第３５条において準用する場合を含む。），第６条の規定による改正後の豊中市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第４１条第２項，第６５条第２項及び第８６条

第２項，第７条の規定による改正後の豊中市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第１０条第２項，第８条の規定による改正後の豊中市指

定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。）第４３条第２項（新指定介護老

人福祉施設基準条例第５５条において準用する場合を含む。），第９条の規定による改正後の豊中市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関す

る基準を定める条例（以下「新介護老人保健施設基準条例」という。）第４２条第２項（新介護老人保健施設基準条例第５４条において準用する場合を含む。），

第１０条の規定による改正後の豊中市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。）第１

０条第２項（新特別養護老人ホーム基準条例第４３条，第４９条及び第５３条において準用する場合を含む。），第１１条の規定による改正後の豊中市軽費老

人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第１０条第２項並びに第１２条の規定による改正後の豊中市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に

関する基準を定める条例（以下「新介護医療院基準条例」という。）第４２条第２項（新介護医療院基準条例第５４条において準用する場合を含む。）の規定

は，この条例の施行の際，第１条の規定による改正前の豊中市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「旧指定居

宅サービス等基準条例」という。）第４２条第２項（旧指定居宅サービス等基準条例第４２条の３及び第４７条において準用する場合を含む。），第５８条第
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２項（旧指定居宅サービス等基準条例第６３条において準用する場合を含む。），第７８条第２項，第８８条第２項，第９７条第２項，第１１２条第２項（旧

指定居宅サービス等基準条例第１１５条及び第１３５条において準用する場合を含む。），第１４５条第２項，第１６７条第２項（旧指定居宅サービス等基準

条例第１８１条，第１８１条の３及び第１８８条において準用する場合を含む。），第２０３条第２項（旧指定居宅サービス等基準条例第２１６条において準

用する場合を含む。），第２３６条第２項，第２４７条第２項，第２６２条第２項（旧指定居宅サービス等基準条例第２６５条において準用する場合を含む。）

及び第２７５条第２項，第２条の規定による改正前の豊中市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（以下「旧指定居宅介護支

援等基準条例」という。）第３２条第２項（旧指定居宅介護支援等基準条例第３３条において準用する場合を含む。），第３条の規定による改正前の豊中市指

定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「旧指定地域密着型サービス基準条例」という。）第４３条第２項，第

５９条第２項，第６０条の１９第２項（旧指定地域密着型サービス基準条例第６０条の２０の３において準用する場合を含む。），第６０条の３８第２項，第

８０条第２項，第１０８条第２項，第１２８条第２項，第１４９条第２項，第１７８条第２項（旧指定地域密着型サービス基準条例第１９１条において準用す

る場合を含む。）及び第２０３条第２項，第４条の規定による改正前の豊中市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「旧指定介護予防サービス等基準条例」という。）第５６条第２項（旧指

定介護予防サービス等基準条例第６３条において準用する場合を含む。），第７４条第２項，第８４条第２項，第９３条第２項，第１２３条第２項，第１４２

条第２項（旧指定介護予防サービス等基準条例第１６０条，第１６５条の３及び１７２条において準用する場合を含む。），第１８１条第２項（旧指定介護予

防サービス等基準条例第１９７条において準用する場合を含む。），第２１７条第２項，第２３４条第２項，第２４８条第２項（旧指定介護予防サービス等基

準条例第２５４条において準用する場合を含む。）及び第２６２条第２項，第５条の規定による改正前の豊中市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「旧指定介護予防支援等基準条例」という。）第３１条

第２項（旧指定介護予防支援等基準条例第３５条において準用する場合を含む。），第６条の規定による改正前の豊中市指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第４１条第２項，第

６５条第２項及び第８６条第２項，第７条の規定による改正前の豊中市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第１０条第２項，第８条の規

定による改正前の豊中市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「旧指定介護老人福祉施設基準条例」という。）第４

３条第２項（旧指定介護老人福祉施設基準条例第５５条において準用する場合を含む。），第９条の規定による改正前の豊中市介護老人保健施設の人員，施設

及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「旧介護老人保健施設基準条例」という。）第４２条第２項（旧介護老人保健施設基準条例第５４条にお

いて準用する場合を含む。），第１０条の規定による改正前の豊中市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「旧特別養護老人ホ
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ーム基準条例」という。）第１０条第２項（旧特別養護老人ホーム基準条例第４３条，第４９条及び第５３条において準用する場合を含む。），第１１条の規

定による改正前の豊中市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第１０条第２項並びに第１２条の規定による改正前の豊中市介護医療院の

人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「旧介護医療院基準条例」という。）第４２条第２項（旧介護医療院基準条例第５４条におい

て準用する場合を含む。）の規定により保存することとされている記録であって，当該保存期間が満了していないものについても適用する。
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市 議 案 第 １ １ ０ 号

豊 中 市 立 母 子 父 子 福 祉 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 の 設 定 に つ い て

豊 中 市 立 母 子 父 子 福 祉 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。

令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ １ 月 ２ ９ 日 提 出

豊 中 市 長 長 内 繁 樹

内 繁 樹

（ 提 案 理 由 ）

母 子 父 子 福 祉 セ ン タ ー の 改 築 に 伴 い ， 仮 移 転 に よ る 母 子 父 子

福 祉 セ ン タ ー の 位 置 の 変 更 を 行 う と と も に ， 施 設 を 一 般 の 利 用

に 供 す る 事 業 を 休 止 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。
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豊中市条例第 号

豊中市立母子父子福祉センター条例の一部を改正する条例

豊中市立母子父子福祉センター条例（昭和５１年豊中市条例第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 母子・父子福祉センターの名称及び位置は，次のとおりとする。 第２条 母子・父子福祉センターの名称及び位置は，次のとおりとする。

(１) （省 略） (１) （省 略）

(２) 位置 豊中市中桜塚２丁目２９番３１号 (２) 位置 豊中市中桜塚２丁目２８番８号

附 則 附 則

この条例の施行期日は，市規則で定める。 １ この条例の施行期日は，市規則で定める。

２ 当分の間，第３条の規定にかかわらず，同条第５号に掲げる事業は，行わ

ないものとする。

附 則

この条例の施行期日は，市規則で定める。
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市 議 案 第 １ １ １ 号

豊 中 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の

設 定 に つ い て

豊 中 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

設 定 す る も の と す る 。

令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ １ 月 ２ ９ 日 提 出

豊 中 市 長 長 内 繁 樹

（ 提 案 理 由 ）

国 民 健 康 保 険 法 等 の 改 正 に 伴 い ， 未 就 学 児 に 係 る 国 民 健 康 保

険 料 の 被 保 険 者 均 等 割 額 の 減 額 措 置 を 講 じ る と と も に ， そ の 他

所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。
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豊中市条例第 号

豊中市国民健康保険条例の一部を改正する条例

豊中市国民健康保険条例（昭和３５年豊中市条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（出産育児一時金）

第４条 被保険者が出産したときは，当該被保険者の属する世帯の世帯主に対

し，出産育児一時金として４０４，０００円を支給する。ただし，健康保険

法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６条ただし書に規定する出産で

あると市長が認めるときは，これに１６，０００円を加算するものとする。

２ （省 略）

（一般被保険者に係る基礎賦課総額）

（出産育児一時金）

第４条 被保険者が出産したときは，当該被保険者の属する世帯の世帯主に対

し，出産育児一時金として４０８，０００円を支給する。ただし，健康保険

法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６条ただし書に規定する出産で

あると市長が認めるときは，これに１２，０００円を加算するものとする。

２ （省 略）

（一般被保険者に係る基礎賦課総額）

第８条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等（法附則第７条第１項に規定す

る退職被保険者等をいう。以下同じ。）以外の被保険者（以下「一般被保険

者」という。）に係る基礎賦課額（第１６条第１項の規定により基礎賦課額

を減額するものとした場合にあっては，その減額することになる額を含む。）

の総額（以下「基礎賦課総額」という。）は，第１号に掲げる額の見込額か

ら第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

第８条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等（法附則第７条第１項に規定す

る退職被保険者等をいう。以下同じ。）以外の被保険者（以下「一般被保険

者」という。）に係る基礎賦課額（第１６条及び第１６条の３の規定により

基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては，その減額することになる

額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）は，第１号に掲げる

額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定

した額とする。

(１) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア・イ （省 略）

ウ 法第８１条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用

の額

エ 法第８１条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金

の償還に要する費用の額

(１) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア・イ （省 略）

ウ 法第８１条の２第５項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用

の額

エ 法第８１条の２第１０項第２号に規定する財政安定化基金事業借入

金の償還に要する費用の額
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

オ・カ （省 略） オ・カ （省 略）

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (２) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア～ウ （省 略） ア～ウ （省 略）

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により

読み替えられた法第７２条の３第１項の規定による繰入金及び国民健

康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費

用に係るものに限る。）を除く。）の額

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により

読み替えられた法第７２条の３第１項及び第７２条の３の２第１項の

規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者

等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）を除く。）の額

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額）

第１１条の５の２ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課額（第１６条第１項の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減

額するものとした場合にあっては，その減額することになる額を含む。）の

総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は，第１号に掲げる

額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定

した額とする。

第１１条の５の２ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支

援金等賦課額（第１６条及び第１６条の３の規定により後期高齢者支援金等

賦課額を減額するものとした場合にあっては，その減額することになる額を

含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は，第１

号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準

として算定した額とする。

(１) （省 略） (１) （省 略）

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (２) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア （省 略） ア （省 略）

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定

により読み替えられた法第７２条の３第１項の規定による繰入金を除

く。）の額

（介護納付金賦課総額）

第１１条の６ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１６条第１項の規

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定

により読み替えられた法第７２条の３第１項及び第７２条の３の２第

１項の規定による繰入金を除く。）の額

（介護納付金賦課総額）

第１１条の６ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１６条の規定によ
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては，その減額

することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）

は，第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。

(１)・(２) （省 略）

り介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては，その減額するこ

とになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」という。）は，

第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を

基準として算定した額とする。

(１)・(２) （省 略）

（保険料の減額） （低所得者の保険料の減額）

第１６条 （省 略） 第１６条 （省 略）

（未就学児の被保険者均等割額の減額）

第１６条の３ 当該年度において，その世帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合にお

ける当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は，第

１１条又は第１１条の４の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額に，それ

ぞれ，１０分の５を乗じて得た額とする（第４項に定める場合を除く。）。

２ 第１１条第２項の規定は，前項に規定する額の決定について準用する。こ

の場合において，第１１条第２項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替

えるものとする。

３ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第１１条又は第１１条の４」とあるのは「第１１条の５の５

又は第１１条の５の８」と，前項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１

条の５の５第２項」と読み替えるものとする。

４ 当該年度において，第１６条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係

る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は，第１１条又は第１１条の

４の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から，当該保険料額に第１６条
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項第１号ア，第２号ア及び第

３号アに掲げる割合を乗じて得た額（同条第２項において準用する第１１条

第２項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。）を控除して得た

額に，それぞれ，１０分の５を乗じて得た額とする。

５ 第１１条第２項の規定は，前項に規定する額の決定について準用する。こ

の場合において，第１１条第２項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替

えるものとする。

６ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第１１条又は第１１条の４」とあるのは「第１１条の５の５

又は第１１条の５の８」と，「同条第２項」とあるのは「同条第３項」と，

「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５第２項」と，前項中「第

１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５第２項」と読み替えるものと

する。

附 則

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。ただし，第４条第１項の改正規定及び次項の規定は，令和４年１月１日から施行する。

２ この条例による改正後の豊中市国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第４条の規定は，前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の出産に

係る出産育児一時金について適用し，同日前の出産に係る出産育児一時金については，なお従前の例による。

３ 改正後の条例第１６条の３の規定は，令和４年度以後の年度分の保険料について適用する。
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市 議 案 第 １ １ ２ 号

豊 中 市 都 市 景 観 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定

に つ い て

豊 中 市 都 市 景 観 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定

す る も の と す る 。

令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ １ 月 ２ ９ 日 提 出

豊 中 市 長 長 内 繁 樹

内 繁 樹

（ 提 案 理 由 ）

景 観 計 画 の 変 更 に 伴 い ， 新 千 里 西 町 ３ 丁 目 地 区 内 に お け る 建

築 物 の 新 築 そ の 他 の 行 為 の 規 制 に 関 す る 事 項 を 定 め る た め ， 提

案 す る も の で あ る 。
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豊中市条例第 号

豊中市都市景観条例の一部を改正する条例

豊中市都市景観条例（平成１２年豊中市条例第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

別表第１ 別表第１

区域 行為

１ 新千里南町２丁目

地区（景観計画区域

のうち，都市景観形

成推進地区（新千里

南町２丁目地区）と

して景観計画に定

める区域をいう。以

下同じ。）

(１) （省 略）

(２) 建築物の外観を変更することとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の変更（市規則で定める修繕

若しくは模様替又は色彩の変更に限る。７の項第

２号において同じ。）

(３) （省 略）

(４) 工作物の外観を変更することとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の変更（市規則で定める修繕

若しくは模様替又は色彩の変更に限る。７の項第

４号において同じ。）

(５) １，０００平方メートル以上の規模の開発行

為（都市計画法第４条第１２項に規定する開発行

為をいう。７の項第５号において同じ。）

（省 略）

区域 行為

１ 新千里南町２丁目

地区（景観計画区域

のうち，都市景観形

成推進地区（新千里

南町２丁目地区）と

して景観計画に定

める区域をいう。以

下同じ。）

(１) （省 略）

(２) 建築物の外観を変更することとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の変更（市規則で定める修繕

若しくは模様替又は色彩の変更に限る。８の項第

２号において同じ。）

(３) （省 略）

(４) 工作物の外観を変更することとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の変更（市規則で定める修繕

若しくは模様替又は色彩の変更に限る。８の項第

４号において同じ。）

(５) １，０００平方メートル以上の規模の開発行

為（都市計画法第４条第１２項に規定する開発行

為をいう。８の項第５号において同じ。）

（省 略）

７ 新千里西町３丁目

地区（景観計画区域

のうち，都市景観形

成推進地区（新千里

１の項各号に掲げる行為
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

７ （省 略）

西町３丁目地区）と

して景観計画に定

める区域をいう。以

下同じ。）

８ （省 略）

別表第２ 別表第２

区域 行為

（省 略）

７ 前各項に掲げる区

域以外の景観計画

区域

別表第１の７の項第１号から第４号までに掲げる行

為

区域 行為

（省 略）

７ 新千里西町３丁目

地区

別表第１の１の項第１号から第４号までに掲げる行

為

８ 前各項に掲げる区

域以外の景観計画

区域

別表第１の８の項第１号から第４号までに掲げる行

為

附 則

１ この条例は，令和３年１２月２４日から施行する。

２ この条例の施行の日から令和４年１月２３日までの間に新千里西町３丁目地区（この条例による改正後の豊中市都市景観条例（以下「改正後の条例」という。）

別表第１の７の項に規定する新千里西町３丁目地区をいう。）内において着手する同表の１の項各号に掲げる行為であって，この条例による改正前の豊中市都

市景観条例別表第１の７の項各号に掲げる行為のいずれにも該当しないものについては，改正後の条例第２０条及び別表第１の７の項の規定にかかわらず，景

観法（平成１６年法律第１１０号）第１６条第７項第１１号の条例で定める行為とする。
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